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副本 

令和元年５月 川棚町議会臨時会会議録 

（第１日目） 

 

令和元年５月１４日 火曜日（午前１０時開会） 
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          １ 番  福  田     徹 
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         １０ 番  堀  田  一  德 

         １１ 番  炭  谷     猛 

         １２ 番  水  谷  末  義 

         １３ 番  波  戸  勇  則 

         １４ 番  村  井  達  己 
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議事日程  

 

第１ 仮議席の指定 

第２ 選挙第１号 議長の選挙 
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追加議事日程 

 

第１ 選挙第２号 副議長の選挙 

第２ 議席の指定 

第３ 会議録署名議員の指名 

第４ 会期の決定 

第５ 常任委員の選任 

第６ 議会運営委員の選任 

第７ 選挙第３号 東彼地区保健福祉組合議会議員の選挙 

第８ 選挙第４号 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

第９ 承認第１号 専決処分の承認（平成３０年度川棚町一般会計補正予算

（第５回）） 

第 10 承認第２号 専決処分の承認（平成３０年度川棚町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４回）） 

第 11 承認第３号 専決処分の承認（平成３０年度川棚町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第４回）） 

第 12 承認第４号 専決処分の承認（平成３０年度川棚町介護保険事業特別会

計補正予算（第４回）） 

第 13 承認第５号 専決処分の承認（平成３０年度川棚町観光施設事業特別会

計補正予算（第３回）） 

第 14 承認第６号 専決処分の承認（川棚町税条例等の一部を改正する条例）  

第 15 承認第７号 専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例） 

第 16 承認第８号 専決処分の承認（川棚町介護保険条例の一部を改正する条

例） 

第 17 同意第１号 川棚町監査委員の選任について同意を求める件 

第 18 閉会中の継続調査の件（議会運営委員会） 

  



- 5 - 

（１０：００） 

議会事務局長 おはようございます。議会事務局長の久田です。 

  これから、臨時会の開会となりますが、本臨時会は、川棚町議会議員一般

選挙後の初めての議会、初議会であります。 

  初議会におきましては、議長が選出されるまでの間、地方自治法第１０７

条の規定によりまして、出席議員の中で最年長の議員が、臨時議長として議

長の職務を行うこととなっております。 

  年長の、山口隆議員をご紹介いたします。山口隆議員、議長席へお願いい

たします。 

臨 時 議 長 ただいま紹介されました、山口隆でございます。 

  地方自治法第１０７条の規定によって、議長選挙が終了するまで、臨時に

議長の職務を行います。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

臨 時 議 長 ご起立をお願いいたします。おはようございます。ご着席く

ださい。 

  ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、令和元年

５月川棚町議会臨時会を開会いたします。これより、本日の会議を開きま

す。 

（１０：０２） 

臨 時 議 長 初議会の招集にあたり、町長の挨拶を受けますが、提出案件

などに関しましては、議会構成が固まり、審議に入ります前に、再度、その

時間を設ける予定でありますので、申し添えます。町長。 

町 長 皆様おはようございます。本日、ここに、令和元年川棚町議

会５月臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、ご

健勝にてご出席を賜り、定刻開会をいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

  初めに、去る４月２１日に執行されました、任期満了に伴う川棚町議会議

員一般選挙におきまして、見事当選されました議員の皆様方に、改めて心か

らお祝いを申し上げますとともに、これからのさらなるご活躍をお祈り申し

上げます。 

  ５月１日の改元の日から、はや２週間が過ぎようといたしておりますが、



- 6 - 

新しい令和という歴史の幕開けを、こうして皆様方とともに迎えることにつ

きまして、大変光栄に思っているところであります。新しい令和の時代が、

川棚町にとりましてすばらしい時代となるよう、気持ちも新たにして町政の

推進に取り組んでまいりたいと、このように考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

  本日の臨時会は、地方自治法第１０２条第３項の規定により招集したとこ

ろであり、一般選挙後初めての臨時議会であります。このあと、正副議長を

はじめ、各委員会の正副委員長等の選任が予定されておりますが、議員の皆

様方におかれましては、今後４年間のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上

げますとともに、町政の推進につきましても、これまで以上にご理解とご協

力を賜わりますようお願いいたしまして、簡単ではありますが、改選後初の

臨時会にあたりましての挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

臨 時 議 長 どうもありがとうございました。これから先は、議長選挙な

どの議会構成へと移りますが、ここでしばらく休憩をいたします。 

（１０：０５） 

（…休  憩…） 

（１０：０８） 

臨 時 議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

臨 時 議 長 日程第１、「仮議席の指定」を議題とします。 

  議席は、川棚町議会会議規則第４条第１項の規定により、議長が定めるこ

とになっております。仮議席は、ただいまのご着席の議席を指定いたしま

す。 

 

臨 時 議 長 次に、日程第２、選挙第１号「議長の選挙」を行います。  

  この選挙は、地方自治法第１１８条第１項等の規定に基づき、投票により

行います。議場の出入口を閉めます。 

 

（議場出入口閉鎖） 

（１０：０９） 

臨 時 議 長 ただいまの出席議員数は１４名であります。 
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次に、立会人の指名をいたします。川棚町議会会議規則第３２条第２項の

規定によって、立会人に小田成実議員と小谷龍一郎議員を指名します。 

  投票用紙を配ります。 

 

（投票用紙配布） 

 

臨 時 議 長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

臨 時 議 長 投票用紙の配布漏れなしと認めます。立会人は、投票箱を点

検お願いします。 

 

（投票箱点検） 

 

臨 時 議 長 投票箱は異常なしと認めます。ただいまから投票を行いま

す。 

  念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。 

  事務局長が、議席番号と指名を読み上げますので、順番に投票をお願いし

ます。 

議会事務局長 点呼をいたします。町長席の方から投票箱へ進み、投票をお

願いいたします。 

  １番、小田成実議員。２番、小谷龍一郎議員。３番、炭谷猛議員。４番、

髙以良壽人議員。５番、田口一信議員。６番、初手安幸議員。７番、波戸勇

則議員。８番、福田徹議員。９番、堀池浩議員。１０番、堀田一德議員。１

１番、水谷末義議員。１２番、村井達己議員。１３番、毛利喜信議員。１４

番、山口隆議員。 

 

（…投  票…） 

 

臨 時 議 長 投票漏れはありませんか。 



- 8 - 

 

「な  し」の声あり 

 

臨 時 議 長 投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。 

  これより、開票を行います。小田成実議員と小谷龍一郎議員、開票の立ち

会いをお願いします。 

 

（…開  票…） 

 

臨 時 議 長 投票の結果を報告します。 

  投票総数１４票、有効投票１４票、無効投票０。有効投票のうち、村井達

己議員１３票、山口隆議員１票。以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は４票であります。したがって、村井達己議員が議

長に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

 

（議場出入口開放） 

（１０：２２） 

臨 時 議 長 ただいま議長に当選されました村井達己議員が議場におられ

ます。川棚町議会会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をい

たします。 

  それでは、登壇の上、当選人の発言を求めます。村井達己議員。 

村 井 議 員 ただいま、身に余る当選の告知をいただきました村井です。

議長という立場の重責とプレッシャーで、正直、果たして自分にできるのか

どうか、大変、現在は不安でしかありません。前議長のようなスムーズな議

会運営は到底できかねますけれども、微力ながら私なりに本町の活性化とさ

らなる議会発展のために、身近で開かれた議会、そしてさらに信頼される議

会というようなことをめざし、一生懸命この４年間務めさせていただきたい

と思っております。そのためにも、まずは各議員さんのご協力、ご理解がな

ければ当然できないものと思っておりますので、ご迷惑をおかけすることが

多々あろうかと思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。
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簡単でございますけれども、当選告知をいただきましたお礼の挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。  

臨 時 議 長 それでは村井議長、どうぞ議長席にお着き願います。これを

もちまして、臨時議長の職務を全部終了いたしました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

議 長 それでは、ここでしばらく休憩をいたします。 

（１０：２５） 

（…休  憩…） 

（１０：３６） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 追加日程第１、選挙第２号「副議長の選挙」を行います。 

  この選挙は、地方自治法第１１８条第１項等の規定に基づき、投票により

行います。議場の出入口を閉めます。 

 

（議場出入口封鎖） 

（１０：３７） 

議 長 ただいまの出席議員数は１４名であります。 

  次に、立会人の指名をいたします。川棚町議会会議規則第３２条第２項の

規定によって、立会人に小田成実議員と小谷龍一郎議員を指名いたします。 

  ここで、投票用紙を配ります。 

 

（投票用紙配布） 

 

議 長 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 配布漏れなしと認めます。 

  立会人は、投票箱の点検をお願いいたします。 

 

（投票箱点検） 
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議 長 投票箱は異常なしと認め、ただいまから投票を行います。 

  念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。 

  事務局長が、議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願いい

たします。事務局長。 

議会事務局長 点呼いたします。１番、小田成実議員。２番、小谷龍一郎議

員。３番、炭谷猛議員。４番、髙以良壽人議員。５番、田口一信議員。６

番、初手安幸議員。７番、波戸勇則議員。８番、福田徹議員。９番、堀池浩

議員。１０番、堀田一德議員。１１番、水谷末義議員。１３番、毛利喜信議

員。１４番、山口隆議員。１２番、村井達己議員。 

 

（…投  票…） 

 

議 長 投票漏れはありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 投票漏れなしと認めます。これで、投票を終わります。  

  これより開票を行います。小田成実議員と小谷龍一郎議員、開票の立ち会

いをお願いします。 

 

（…開  票…） 

 

議 長 投票の結果を報告します。 

  投票総数１４票、有効投票１４票、無効投票０票。有効投票のうち、波戸

勇則議員１１票、山口隆議員３票、以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は４票であります。したがって、有効投票数の最多

数を得た波戸勇則議員が、副議長に当選されました。 

ここで、議場の閉鎖を解きます。 

 

（議場出入口開放） 
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（１０：４８） 

議 長 ただいま、副議長に当選されました波戸勇則議員が議場にお

られますので、本席から川棚町議会会議規則第３３条第２項の規定によ

り、当選の告知をいたします。 

当選人の発言を求めます。自席からで結構です。 

波 戸 議 員 皆様こんにちは。ただいま、選挙によりまして副議長を拝命

しました波戸と申します。今、副議長という仕事の重責をひしひしと感じて

いるところでございます。先ほど申しましたように、これからは議長を支

え、議会の推進、また、改革に務めてまいりますので、今後とも議員各位の

ご支援、ご協力を賜わりますようよろしく申し上げます。よろしくお願いい

たします。以上です。 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１０：４９） 

（…休  憩…） 

（１０：５４） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 追加日程第２、「議席の指定」を行います。 

  川棚町議会会議規則第４条の規定により、議員の議席は、一般選挙後、最

初の会議において議長が定めることになっておりますので、議席を読み上げ

指定をいたします。 

  １番、福田徹議員。２番、小谷龍一郎議員。３番、毛利喜信議員。４番、

初手安幸議員。５番、堀池浩議員。６番、山口隆議員。７番、小田成実議

員。８番、田口一信議員。９番、髙以良壽人議員。１０番、堀田一德議員。

１１番、炭谷猛議員。１２番、水谷末義議員。１３番、波戸勇則議員。１４

番、村井達己議員。以上のように決定をいたします。 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１０：５５） 

（…休  憩…） 

（１１：０７） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、追加日程第３、「会議録署名議員の指名」を行いま
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す。本臨時会の会議録署名議員は、川棚町議会会議規則第１２５条の規定に

よって、１番の福田徹議員及び２番小谷龍一郎議員を指名いたします。 

 

議 長 次に、追加日程第４、「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りをいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いま

すが、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日

１日限りと決定をいたしました。 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１１：０７） 

（…休  憩…） 

（１２：５９） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、追加日程第５、「常任委員の選任」を行います。 

  本町議会では、川棚町議会委員会条例におきまして総務厚生委員会、産業

建設文教委員会の２常任委員会を設け、各常任委員会の定数を７人以内と定

めております。 

  常任委員の選任につきましては、同条例第７条第４項の規定によりまし

て、議長が会議に諮って指名することになっております。 

  なお、議長の常任委員への就任については、同条第１項ただし書きの例外

規定により、見送る取り扱いといたしております。 

お諮りをいたします。常任委員の選任については、総務厚生委員に、福田

徹議員、小谷龍一郎議員、初手安幸議員、髙以良壽人議員、水谷末義議員、

波戸勇則議員を。産業建設文教委員に、毛利喜信議員、堀池浩議員、山口隆

議員、小田成実議員、田口一信議員、堀田一德議員、炭谷猛議員をそれぞれ

指名したいと思いますが、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名しまし

たとおり、それぞれの常任委員に選任することに決定をいたしました。 

（１３：０１） 

議 長 各常任委員会の委員長及び副委員長の選任については、川棚

町議会委員会条例第９条第１項の規定により、それぞれ１人を委員会におい

て互選することになっております。このあと休憩をいたしますので、それぞ

れの委員会を開いていただき、正副委員長を互選していただきたいと思いま

す。正副委員長が決定しましたら、委員長から議長まで報告をお願いいたし

ます。 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１３：０１） 

（…休  憩…） 

（１３：１３） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 各常任委員会の委員長及び副委員長が、次のとおり決定した

旨の通知を受けましたので、報告をいたします。 

  総務厚生委員長に小谷龍一郎委員、副委員長に髙以良壽人委員。産業建設

文教委員長に毛利喜信委員、副委員長に堀池浩委員。以上のとおりでありま

す。 

 

議 長 次に追加日程第６、「議会運営委員の選任」を行います。 

  川棚町議会委員会条例第４条の２により、議会運営委員会の定数は６名と

なっております。委員の選任につきましては、川棚町議会委員会条例第７条

第４項の規定によりまして、議長が会議に諮って指名することとなっており

ます。 

お諮りをいたします。議会運営委員の選任につきましては、小谷龍一郎

議員、初手安幸議員、福田徹議員、毛利喜信議員、堀池浩議員及び小田成実

議員を指名したいと思います。これに、異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しましたと

おり、議会運営委員に選任することに決定をいたしました。 

  このあと休憩を取り、委員会を開いていただき、正副委員長を互選してい

ただきたいと思います。正副委員長が決定しましたら、委員長から議長まで

報告をお願いいたします。 

議 長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１３：１４） 

（…休  憩…） 

（１３：２４） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 議会運営委員会の委員長及び副委員長が、次のとおり決定し

た旨の通知を受けましたので、報告をいたします。 

  議会運営委員長に初手安幸委員、副委員長に小田成実委員。以上のとおり

であります。 

 

議 長 次に、追加日程第７、選挙第３号「東彼地区保健福祉組合議

会議員の選挙」を行います。 

  東彼地区保健福祉組合議会議員については、東彼地区保健福祉組合規約第

５条第２項の規定により、「各町の議長の職にある者に加え、議会において

選挙されたもの３人をもってあてる」と規定されております。 

  したがいまして、議長を除く３人の議員の選挙を行います。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選により行いたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、選挙の方法は指名推

選によることに決定をいたしました。 

  お諮りをいたします。指名の方法については、議長において指名すること

にしたいと思います。これに異議ありませんか。 
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「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議長において指名するこ

とに決定をいたしました。 

  東彼地区保健福祉組合議会議員の選挙による議員に波戸勇則議員、小谷龍

一郎議員及び髙以良壽人議員を指名します。 

  お諮りします。ただいま、議長において指名しました議員を、東彼地区保

健福祉組合議会議員の選挙の当選人とすることに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、東彼地区保健福祉組

合議会議員の選挙において、波戸勇則議員、小谷龍一郎議員及び髙以良壽人

議員が当選されました。 

  ただいま、東彼地区保健福祉組合議会議員に当選されました波戸勇則議

員、小谷龍一郎議員及び髙以良壽人議員が議場におられますので、本席から

川棚町議会会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたしま

す。 

（１３：２７） 

議 長 次に、追加日程第８、選挙第４号「長崎県後期高齢者医療広

域連合議会議員の選挙」を行います。 

  この議員については、長崎県後期高齢者医療広域連合規約第８条第１項の

規定により、各市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する

ことになっており、選挙すべき議員の数は、同条第２項の規定によって川

棚町議会の場合は、１人となっております。 

  お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名推選により行いたいと思います。これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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議 長 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選と

することに決定をいたしました。 

  お諮りをいたします。指名については、議長が指名することにしたいと思

います。これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議長において指名するこ

とに決定をいたしました。 

  長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員に、私、村井達己を指名します。 

  お諮りをいたします。私、村井達己を長崎県後期高齢者医療広域連合議会

議員の当選人と定めることに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、私、村井達己が長崎

県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選をいたしました。  

（１３：２９） 

議 長 なお、このほかに町長から依頼がありました川棚町都市計画

審議会委員について、お諮りをいたします。 

  川棚町都市計画審議会委員に、水谷末義議員、初手安幸議員、堀田一德議

員及び炭谷猛議員を推薦したいと思います。これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名しまし

た議員を川棚町都市計画審議会委員に推薦することに決定をいたしました。 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１３：２９） 

（…休  憩…） 

（１４：００） 
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議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 ここで、初議会による議会構成が済みましたので、町長から

提出案件の内容を含め、再度、あいさつを受けたいと思います。町長。 

町 長 それでは、本臨時会におきまして、これから議案審議をお願

いするにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  先ほど、正副議長をはじめ、各委員会の正副委員長や各委員等の選任がな

されましたが、新たな議会構成による議員皆様方のご活躍と町議会のご発展

を心からお祈り申し上げる次第でございます。 

  本日の臨時会での行政からの提案は、専決処分の承認８件と人事の同意案

件１件であります。提案理由につきましては、その都度、説明させていただ

きますので、ご承認、ご同意をいただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

結びに、議員の皆様方におかれましては、議会の活性化とともに、地域の

発展のためにますますご活躍されまして、町民皆様方の負託に応えていただ

きますよう心からお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

議 長 それでは、これから議事を続けますが、今後の議事日程につ

きましては、お手元に配布をいたしました追加議事日程（第１号の追加２）

のとおりであります。 

 

議 長 次に、追加日程第９、承認第１号「専決処分の承認（平成３

０年度川棚町一般会計補正予算（第５回））」を議題といたします。本件に

ついて説明を求めます。町長。 

町 長 承認第１号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町一般会計

補正予算（第５回））」について、提案理由をご説明申し上げます。 

  今回、専決処分をいたしました平成３０年度川棚町一般会計補正予算（第

５回）の内容についてでありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ１億８，０１１万５，０００円減額いたしまして、歳入歳出予算の総額

を５９億９，１４７万３，０００円としたものであります。 

  繰越明許費につきましては、道路新設改良事業ほか９件を繰り越しており

まして、その内容は第２表繰越明許費のとおりであります。この補正予算に
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つきましては、平成３０年度の年度内に議決をいただく必要がありました

が、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、平成３１年３月２９日に専決処分第

１号におきまして、補正を行ったものであります。 

  そこで、この専決処分につきまして、同条第３項の規定に基づき議会に報

告し、承認を求めるものであります。 

詳細につきましては、このあと企画財政課長から説明をいたしますので、

ご審議のうえ、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議 長 町長。 

町 長 失礼いたしました。ただいまの発言に間違いがありましたの

で、訂正をいたします。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億８，１１０万５，０００円

を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を５９億９，１４７万３，０００

円としたものであります。以上でございます。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、承認第１号「専決処分の承認（平成３０年度川棚

町一般会計補正予算（第５回））」についてご説明いたします。事項別明細

書の歳出からご説明いたしますので、５１、５２ページをお開きください。 

  なお、今回の補正予算は３月末時点におきまして、決算を見込んだうえで

の不用額を減額したもの、補助事業等の事業費決定に合わせた増減が数多く

占めております。そのような決算見込みによる減額、または些細な増額につ

きましては、簡略に説明させていただきますので、あらかじめご了解いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

  それでは第２款総務費であります。１項１目一般管理費につきましては、

補正額の増減はなく、財源内訳の組み替えでございます。 

次の２目秘書広報費につきましては、こちらも補正額の増減はなく、財源

内訳の補正でありまして、歳入におきまして、県広報誌発行に係る権限移譲

交付金の増額が確定しましたので、財源内訳を組み替えたものでございま

す。 

次の３目財産管理費、説明欄のふるさと納税管理費１７８万円の増額は、

１１節で消耗品の不足分を、１２節でふるさと納税サイトにかかる手数料の



- 19 - 

不足分を、また、１３節でも返礼品代の不足が見込まれたことから、それぞ

れ増額したものであります。 

次の６目企画費につきましては、歳入において、パスポートにかかる権限

移譲交付金の減額が確定しましたので、財源内訳を組み替えたものでありま

す。 

次の７目情報通信基盤整備事業費の説明欄の光ブロードバンド基盤整備事

業費３２９万２，０００円の増額は、県道川棚有田線の拡幅工事に伴うケー

ブル移設工事などにより、不足が見込まれましたので増額したものでありま

す。 

次の８目電算管理費、説明欄の一般管理費の減額は、１１節で２０万円を

減額、次の情報処理費が１３節で１０万円の減額、そしてその次の社会保

障・税番号制度システム管理費が、９節で１万５，０００円の執行残が見込

まれましたので、それぞれ減額したものであります。 

次の９目地域づくり事業費、説明欄の結婚新生活支援事業費１４８万７，

０００円の減額は、１０件分の予算を計上しておりましたが、実績が４件で

あったため、実績に基づき減額したものであります。失礼しました。もう一

度今の、９目の地域づくり事業費、説明欄の結婚新生活支援事業費につきま

しては、１９４万１，０００円の減額でございます。これにつきましては１

０件分の予算を計上しておりましたが、実績が４件でございましたので、実

績に基づき減額したものであります。失礼しました。 

次の１１目諸費、説明欄のいきいきタクシー助成事業費１４８万７，００

０円の減額は、こちらもタクシーの利用実績に基づき減額したものでありま

す。 

次の１２目財政調整基金費につきましては、歳入の財政調整基金利子の減

に合わせて、繰出金１９万２，０００円を減額したものです。失礼しまし

た。積立金１９万２，０００円を減額したものです。 

続きまして１３目地域振興基金費につきましては、歳入の地域振興基金利

子の減に合わせまして、積立金６，０００円を減額したものであります。次

のページをお願いします。 

１４目下水道事業基金費であります。こちらも歳入の下水道事業基金利子

の減に合わせ、積立金１万４，０００円を減額したものです。  
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次の１５目土地開発基金費につきましては、歳入の土地開発基金運用収入

の増に合わせ、繰出金１万３，０００円を増額したものであります。  

次の１６目役場庁舎建設基金費につきましては、歳入の役場庁舎建設基金

利子の減に合わせ、積立金を減額したものであります。 

次、１８目移住・定住促進事業費につきましては、財源内訳の補正で、長

崎県市町村振興協会の定住促進支援事業補助金が確定しましたので、財源内

訳を組み替えたものであります。 

次の１９目庁舎建設費８２２万円の減額は、各節において執行残が見込ま

れましたので、それぞれ減額したものです。 

  次の２項２目賦課徴収費の減額は、１２節で郵便料の執行残を３０万円減

額し、１３節で地籍図異動修正に係る委託料などの執行残を１２３万１，０

００円減額したものであります。 

  次の３項１目戸籍住民基本台帳費の減額は、個人番号カードに関する委託

業務に減額が生じましたので、１３節の委託料を１５８万６，０００円減額

したものです。 

  次の４項１目選挙管理委員会費及び２目長崎県議会議員一般選挙費の減額

補正は、各節において執行残が見込まれましたので、それぞれ減額したもの

であります。次のページをお願いたします。 

  ６目川棚町長選挙費でありますが、こちらも各節で執行残が見込まれまし

たので、それぞれ減額したものであります。 

  次の５項２目統計調査費につきましては、補正額の増減はなく、財源内訳

を補正するもので、歳入において統計調査の県委託金が確定しましたので財

源内訳の組み替えを行ったものです。次のページをお願いいたします。 

  ３款民生費であります。１項１目社会福祉総務費の説明欄、社会福祉総務

費の減額でありますが、８節で住宅介護見舞金の支給実績により１８万円を

減額、そして執行残が見込まれました９節旅費で１１万円、１４節使用料及

び賃借料を１３万円、それぞれ減額したものであります。 

次の母子福祉医療費の減額でありますが、こちらも実績により１２節役務

費を１０万円、２０節扶助費を１４９万円、それぞれ減額したものでありま

す。 

次の地域福祉基金費の増額は、歳入の地域福祉基金利子の実績に合わせ
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て、２５節の積立金を９万９，０００円増額したものでございます。 

次の地域支え合い事業費の減額は、福祉のまちづくり推進事業、失礼しま

した。地域支え合い事業費の減額は、１９節で地域見守りネットワークの事

業に係る地区推進補助金の交付実績に合わせ、２８万円を減額したものであ

ります。 

次の国民健康保険事業費は、国民健康保険事業特別会計の補正に伴い、２

８節で繰出金を減額したものであります。その内訳としましては、人件費の

繰出が５８万８，０００円の減、そして出産一時金が２９万１，０００円の

減、合わせて８７万９，０００円の減額でございます。 

次の介護保険事業費の減額は、こちらも介護保険事業特別会計の補正に伴

う２８節が５４３万９，０００円の減額で、介護給付費及び地域支援事業の

一般会計負担分を減額したものであります。 

次の２目障害者福祉費、説明欄の障害者福祉費は１３節の委託料に不足が

見込まれましたので、１７万円を増額し、２０節において福祉タクシーの実

績により１７万円を減額したもので、合わせて増減なしとなっております。 

次の補装具給付費につきましては、こちらも実績により２０節扶助費を４

５万円減額したもので、次の障害者福祉医療費も実績により２０節扶助費を

３８万円減額したものであります。 

次の障害福祉サービス事業費は、こちらも実績により１９節負担金、補助

及び交付金を１，５５７万円減額したものであります。 

次の地域生活支援事業費は、８節で成年後見制度利用支援事業の実績によ

る１０万円の減、１２節で医師意見書作成に係る手数料を実績により２３万

円の減、１３節で障害者移動支援事業などの実績に基づく委託料５０万円を

減、そして１９節において、障害者支援区分審査費などにかかる福祉組合分

担金の変更に伴う４０万円の減、合わせて１２３万円の減額であります。  

次の障害児給費でありますが、実績により１９節負担金、補助及び交付金

を１００万円減額するもので、次の療養介護医療給付費も実績により２０節

扶助費を１０万円減額したものであります。１番下の３目老人福祉費では、

２０節において、すこやか長寿券の交付や緊急通報電話の整備を行っており

ますが、執行残が見込まれましたので１５万円を減額したものであります。

次のページをお願いいたします。 
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説明欄の方になります。養護老人保護措置費であります。こちらは１３節

委託料において、養護老人ホームの措置費を実績により３７万円減額したも

のです。 

次の敬老事業費では、８節において百寿のお祝い及び敬老祝いの実績に基

づく４０万円の減額、１３節において敬老の日アトラクションにかかる委託

料の執行残３２万円を減額、合わせて７２万円を減額したものです。 

次の５目国民年金事務費では、１３節において国民年金保険料のシステム

改修にかかる委託料に執行残が見込まれましたので、３５万円を減額したも

のです。 

２項１目児童福祉総務費の説明欄、保育所運営事業費は、１９節において

保育所等への睡眠時の事故防止にかかる補助金の交付実績により５８万５，

０００円を減額したものであります。 

次の放課後児童健全育成事業費では、実績に合わせ、１３節委託料を１４

３万７，０００円減額したもので、次の子ども・子育て支援事業費では、こ

ちらも延長保育事業などの事業実績に合わせ、１９節負担金、補助及び交付

金を６１６万４，０００円減額したものであります。 

一番下の２目児童措置費では、保育所等給付費を実績に合わせ、１９節負

担金、補助及び交付金を１２０万５，０００円減額したものであります。次

のページをお願いいたします。 

  ４款衛生費であります。１項１目保健衛生総務費、説明欄の母子保健事業

費では、１２節において妊婦乳児健診受診者、失礼しました。妊婦乳児健診

受診者の減によりまして、手数料１００万円を減額したもので、次の未熟児

養育事業費では、２０節において医療診察報酬の実情に合わせ３６万円を減

額したものであります。 

次の４目健康推進費、説明欄の健康教育費につきましては、しおさいの湯

健康いきいき利用券の利用実績により、１９節を６０万円減額したもので

す。 

次の５目環境衛生費につきましては、補正額の増減はなく、財源内訳の補

正でございます。 

一番下の３項１目公害対策費、説明欄の合併処理浄化槽費につきまして

は、浄化槽の設置実績により１９節を３９６万４，０００円減額したもので
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す。次のページをお願いいたします。 

  ６款農林水産業費であります。１項３目農業振興費の説明欄のイノシシ緊

急特別対策事業費は、８節においてイノシシ等の有害鳥獣の捕獲実績によ

り、捕獲報償金３１０万円を減額、そして１９節においてワイヤーメッシュ

等の設置補助にかかる執行残を４５万６，０００円減、合わせて３５５万

６，０００円を減額したものであります。 

  次の特産品販売宣伝促進事業費では、１１節において消耗品費に執行残が

生じましたので２０万円を減額したものです。 

  次、５目農地費、説明欄の農道新設改良事業費では、１９節において県営

の基幹農道川棚町西部の工事費の減額に伴い、建設事業負担金を８５万円減

額したものです。 

次の２項１目林業総務費では補正額の増減はなく、歳入において保安林関

係事務にかかる権限移譲交付金が確定しましたので、財源内訳を補正したも

のであります。 

  次の３項２目漁港管理費は、こちらも補正額の増減はなく、歳入の漁港使

用料の増額に合わせ財源内訳を補正したものであります。次のページをお願

いたします。 

  ７款商工費であります。１項１目商工費につきましても、補正額の増減は

なく、歳入において計量法による商品量目検査に係る権限移譲交付金が確定

しましたので、財源内訳を補正したものであります。 

  ３目観光費につきましては、１９節においてスポーツツーリズム推進補助

金の交付実績に合わせ７０万円の減額、そして２８節で観光施設事業特別会

計の補正に伴い繰出金を１５０万円減額、合わせて２２０万円を減額したも

のであります。次のページをお願いいたします。 

８款土木費であります。２項１目道路橋梁総務費は補正額の増減はな

く、財源内訳の補正で、次の３目道路新設改良費では、町道工事の執行残を

１５節において２００万円減額したものであります。 

次の４項１目港湾管理費につきましては、こちらも補正額の増減はな

く、川棚港の使用料徴収事務にかかる権限移譲交付金の確定に伴い、財源内

訳の補正を行ったもので、次の２目港湾建設費では、県営の港湾改修工事及

び護岸改良工事の減額に伴い、１９節で建設事業負担金を１２４万１，００
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０円減額したものであります。 

次の５項２目公園管理費では、公園の清掃及び緑化管理委託の執行残を

５０万円減額したもので、次の３目公共下水道事業費では、補正額の増減は

なく、歳入におきまして下水道事業基金繰入金を８，０００万円減額しまし

たので、合わせて財源の組み替えを行なったものであります。 

一番下の６項１目住宅管理費につきましては、こちらも補正額の増減は

なく、財源の補正を行ったものであります。次のページをお願いいたしま

す。 

９款消防費であります。１項２目非常備消防費では、３月の火災によ

り、消防団員の出動手当が不足しましたので、９節で４２万円増額したもの

であります。 

次の３目消防施設費、説明欄の施設管理費では、１１節で修繕料に執行

残が生じましたので１００万円を減、１８節で７分団の消防ポンプ車更新に

かかる執行残を５５万円減額、１９節で水道課に委託しました中組地区消火

栓整備工事の落札減が生じ、２０万円の減額、そして２７節で、こちらも執

行残が生じましたので９万５，０００円の減額、合わせて１８４万５，００

０円を減額したものであります。 

一番下の５目災害対策費であります。１１節需用費で自主防災組織への

資機材費を計上しておりましたが、設立団体がなかったため、３４万円を減

額、そして１２節役務費では、こちらも執行残が見込まれましたので１５万

円を減額、合わせて４９万円を減額したものであります。次のページをお願

いいたします。 

１０款教育費であります。１項５目ブロック塀・冷房設備対応臨時特例

交付金事業費は、補正額の増減はなく、財源内訳を補正するもので、当初、

小・中学校のエアコン設置の財源を、補助金並びに起債ですべて賄うことで

予算計上をしておりましたが、単独事業費が見込まれましたので、財源内訳

の組み替えを行ったものであります。 

次の５項１目社会教育総務費につきましては、こちらも補正額の増減は

なく、歳入の人づくり文化スポーツ振興基金利子の増額に合わせ、財源内訳

を補正したものであります。次のページをお願いいたします。  

  １１款災害復旧費であります。１項１目農地農業施設災害復旧費から一番
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下の２項２目漁港施設災害復旧費までにつきましては、すべて補正額の増減

はなく、歳入の国県支出金並びに町債の実績により財源内訳を補正したもの

であります。次のページをお願いいたします。 

１４款予備費であります。１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見

合いにより１億１，２１７万円を減額したものであります。続きまして歳入

を説明しますので、９ページ、１０ページをお願いいたします。  

  １款町税であります。１項１目個人につきましては、補正額は増減なしで

ありますが、説明欄のとおり、実績から普通徴収分を１，７００万円減額

し、給与特別徴収分を１，７００万円増額したものであります。  

次の２目法人でございます。説明欄の税割分につきましては、実績から

１，４００万円の増額を見込み計上したものであります。 

次の５項１目入湯税、説明欄の現年度課税分につきましては、こちらは額

が確定しましたので７，０００円を減額したものであります。次のページを

お願いいたします。 

  地方譲与税であります。２款地方譲与税から２７ページの１０款交通安全

対策特別交付金までにつきましては、３月に入ってからの決定額が示された

譲与税あるいは交付金について、一律に決定どおりの補正を行ったものであ

ります。いずれも特定財源ではなく一般財源であり、歳出との関連がござい

ませんので、説明は省略ということでご了解をいただきたいと思います。２

９ページをお願いいたします。 

  １１款分担金及び負担金であります。１項１目民生費負担金、説明欄の養

護老人ホーム入所徴収金につきましては、これは実績に基づく増額でありま

す。 

次の３目農林水産業費負担金につきましては、農地災害復旧事業にかかる

負担金を実情に合わせ増額したものであります。次のページをお願いいたし

ます。 

  １２款使用料及び手数料であります。１項１目総務使用料、説明欄の川棚

駅前駐車場使用料は、実績に合わせた減額でございます。 

次の４目土木使用料、説明欄の漁港使用料につきましても、こちらも実績

に合わせ増額をしたものであります。次のページをお願いいたします。  

国庫支出金であります。１３款国庫支出金であります。国庫支出金につき
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ましては、補助金の決定または確定、そして事業の歳出の補正に合わせて増

減を行ったものでありますので、説明につきましては省略ということでご理

解をお願いしたいと思います。次のページをお願いいたします。 

  １４款県支出金であります。こちらも補助金の決定または確定、そして事

業の歳出の補正に合わせて増減を行ったものでありますので、こちらにつき

ましても、説明につきましては省略ということでお願いしたいと思います。

４１ページをお願いいたします。 

  １５款財産収入であります。１項２目利子及び配当金、説明欄の財政調整

基金利子から一番下の役場庁舎建設基金利子までにつきましては、こちらは

実績に見合わせた増減額であります。 

その次の３目土地開発基金運用収入でございます。こちらも実績に見合わ

せた増額であります。 

一番下の２項１目不動産売払収入につきましては、こちらは東彼杵郡森林

組合と数石地区の運動広場に隣接する町有地の一部を売却しましたので、そ

の売払収入２，３７０万円を増額したものであります。次のページをお願い

いたします。 

  １６款寄附金であります。１項１目一般寄附金及び次の４目ふるさと応援

寄附金につきましては、実績によりまして増額を行ったものであります。次

のページをお願いいたします。 

  １７款繰入金であります。２項１目下水道事業基金繰入金８，０００万円

の減額、２目減債基金繰入金６，０００万円の減額、３目財政調整基金繰入

金６，０００万円の減額並びに５目役場庁舎建設基金繰入金２，４００万円

の減額についてであります。こちらは財源不足を補うために計上したもので

ありますが、３月末時点において、３０年度の決算剰余金を見込みましたと

ころ、収支の改善により下水道事業基金、減債基金、財政調整基金からの繰

入金を全額、そして役場庁舎建設基金繰入金の一部が減額可能と判断されま

したので、それぞれ減額したものであります。次のページをお願いいたしま

す。 

  １９款諸収入であります。４項４目過年度収入につきましては、実績に合

わせ増額したものであります。 

  ５項雑入につきましては、説明欄に掲げております各種助成金等につきま
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して、実績に見合わせて増減を行ったものであります。次のページをお願い

いたします。 

  ２０款町債であります。１項４目土木債、６目教育債、そして７目災害復

旧債でありますが、こちらは説明欄に掲げているものにつきまして、それぞ

れ借入額が確定しましたので、実績に合わせ減額するものであります。減額

したものであります。以上で、歳入の説明を終わらさせていただきます。次

に第３表地方債補正を説明しますので、５ページをお願いいたします。 

  第３表地方債補正であります。この地方債補正の表につきましては、先ほ

ど説明しました２０款町債に対応するものでありまして、この表の補正前と

補正後の金額の差額合計が４９ページの町債の補正額と一致するものであり

ます。補正後の計の限度額を５億８，２７０万円としたものであります。４

ページをお願いいたします。 

  第２表繰越明許費であります。１０の事業繰越がございまして、まず農道

新設改良事業３６０万円でありますが、こちらは県営事業基幹農道整備事業

の繰越に伴い、その建設事業負担金を繰り越すものであります。次のプレミ

アム付商品券事業費１５５万６，０００円は、１０月の消費税引き上げに伴

い実施される、プレミアム付商品券事業の事務費を繰り越すものでありま

す。 

次の社会資本整備総合交付金事業費（道路新設改良費）１億４５２万１，

０００円は、町道東臨港線、上組西部線、中倉線の整備工事につきまして繰

り越すものであります。 

次の社会資本整備総合交付金事業費（橋梁維持費）３５２万１，０００円

につきましては、これは倉本橋の補修工事を繰り越すものであります。 

  次の用悪水路維持補修費２５５万円につきましては、こちらが中組地区の

排水路、これは中組郷公民館付近になりますが、その排水路の整備工事であ

りまして、その工事を繰り越すものであります。 

  次のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金事業２億３，３１３万４，

０００円につきましては、小・中学校教室へのエアコン設置工事につきまし

て繰り越すものであります。 

  次の災害復旧費（農地農業施設）２，２９９万円につきましては、猪乗川

内郷堀池地区の農地災害復旧工事など１５箇所を繰り越すものであります。 
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次の災害復旧費（林業施設）１，４１６万６，０００円につきましては、

林道虚空蔵線の災害復旧工事など４箇所を繰り越すものであります。 

次の災害復旧費（漁港施設）２，７６１万１，０００円につきましては、

三越防波堤の災害復旧工事につきまして繰り越すものであります。 

最後の災害復旧費（公共土木施設）３１１万２，０００円につきまして

は、町道岩屋線の災害復旧工事で、以上１０の事業総額４億１，６７６万

１，０００円を繰り越すものでございます。 

また、７７から７９ページにつきましては給与明細書等がございますが、

こちらは説明を省略させていただきます。 

  以上が専決処分を行いました平成３０年度一般会計補正予算（第５回）の

内容でございます。ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろしくお願い

いたします。 

議 長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。はい。小谷

議員。 

２ 番 小 谷 ２番、小谷です。４ページの繰越明許費、今、説明があった

部分ですが、１０款教育費の冷房設備への対応ということで繰越になってお

りますが、現在の工事の発注はかかっているかと思いますけれども、聞いて

いますところは、６月末までには工事を済ませるということで聞いておりま

すが、現在の状況をよろしくお願いいたします。 

議 長 はい。教育次長。 

教 育 次 長 はい。ただいまの小谷議員のご質問についてお答えいたしま

す。繰越明許費で掲げております、１０款教育費１項教育総務費、ブロック

塀・冷房設備対応臨時特例交付金事業２億３，３１３万４，０００円、この

事業につきましては、昨年３月の１５日に入札を終えまして、３月２０日契

約ということで事業を施工を開始したところでございます。このあと、各請

負となりました業者におかれましては、工事の施工のための資材調達に向け

て鋭意努力をされております。 

そこで、工事資材の納入の状況としまして確認をしておりますけれども、

空調の設備機器、内機についてはおおむね５月中の完了が予定されておりま

す。室外機につきましては６月から一部、７月の上旬という見込みがござい

ますけれども、そういうところで納入ができるという状況となっておりま



- 29 - 

す。 

そこで、工事の施工に今、現状取り掛かっておりますけれども、内機につ

いては５月中に既に取り付けを終えたところもございますけれども、外機に

つきましては納入時期がやはり６月になるということで、内機と外機の設置

完了が終えてしまうのが、大体７月の上旬から中旬ぐらいまでかかってしま

うというところもあるようでございます。 

それに伴い、最終的には、このエアコンを稼働させるためには電源工事

が、電源の確保ということが必要になりますけれども、各施設、キュービク

ル施設の老朽化があるところと、やはり容量が足りないというような状況が

ありまして、２校についてはキュービクルの増設が必要となっております。  

また、キュービクルについて、増設しなくてもよい学校につきましても、

中の変圧器をですね、トランスを交換するということが安定稼働のために

は、電源としての工事が必要になってまいりますので、この資材の確保がも

う少し遅れそうになっておりまして、現在、８月の中旬ぐらいにならない

と、この資材の確保ができないというような状況になっております。  

現在、各学校においては、この工事に向けて、授業の妨げにならないよう

な範囲でですね、工事の施工を行っておりますけれども、最終的な工事資材

の調達が８月中までずれ込んでくるということがございまして、最終的な工

事の竣工が４校ともに８月末になるということに、各業者から確認をしてお

りますので、現在工事の変更、最終的な竣工を８月末ということで変更をし

て、今、工事の施工を進めているところでございます。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。はい。福田議員。 

１ 番 福 田 １番、福田です。ページ、５９ページの障害福祉サービス事

業費の１，５５７万の減額ですが、これに対応する国庫支出金、県支出金の

方が、ページで言いますと３４ページと３８ページにありますが、これが対

応しているかと思うんですが、その合計額と５８ページの支出額の減額の差

額分がどういうふうになっているのかお聞きしたいと思います。  

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。福田議員の質問にお答えいたします。歳入と、国庫支

出金の方の歳入とですね、歳入と３款民生費の１項２目障害福祉費の障害

福祉サービス事業費、これらの歳入と歳出の額が一致していないというこ
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となんですけれども、歳入につきましては、国の決定額に対して補正等を

しております。実際は翌年度、元年度において精算ということになります

ので、実績に合わせて精算という形になりますので、歳入と歳出があって

いないということになります。以上です。 

議 長 はい。福田議員。 

１ 番 福 田 次年度に精算というお話ですけれど、その間の差額分は町単

とかの負担になるんでしょうか。そういうものではないのかお聞きします。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 福田議員の質問にお答えします。精算において多ければ、歳

出が多ければそこは町が持っていると、そのまま保留しているという形で、

不足をする分であればですね、町から、町の負担として一時的に歳出をし

ているという形になります。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 ４２ページの財産売払収入の件でお尋ねします。森林組合と

数石の運動公園の横の町有地を売却したということでしたけれども、面積が

どれくらいで、㎡単価がどれくらいになるのかということと、単価について

の近傍値の売買の実績と比べてどういう関係というか、多いか少ないかとい

うことですね。そこら辺についてお尋ねします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 髙以良議員のご質問にお答えいたします。まず、面積でござ

いますが、まず、地番でございますが、川棚町百津郷３９の１７８番地で

ございまして、総面積が２，９４５㎡でございます。そのうち一部、１，

０９３㎡を売却したものであります。この土地につきましては、先ほども、

一部につきましては数石地区の方で広場として利用されておられまして、

その残りの一部をですね、売却したものであります。単価につきましては、

２万１，６００円でございます。近傍価格につきましては、固定資産税の

評価額から割り戻して計算しておるわけなんですが、今ちょっと手元には

ないとですけれども、１万８，０００円程度だったと思います。今回の売

却につきましては、大体それの２割増という形で売却したものでございま

す。以上でございます。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第１号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町一般会計補

正予算（第５回））」の採決を行います。この採決は起立によって行いま

す。 

  本件を承認することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

議 長 はい。全員起立です。したがいまして、承認第１号「専決処

分の承認（平成３０年度川棚町一般会計補正予算（第５回））」は、承認す

ることに決定をいたしました。 

（１４：５７） 

議 長 ここで休憩をいたします。 

（１４：５８） 

（…休  憩…） 

（１５：１０） 

議 長 ここで、議事進行上の不手際が私の方にありましたので、お

詫びをして、次の進行に活かしたいと思います。 

  午前中に「必要に応じ簡易表決を採用いたします」と、皆様には、議員の
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皆様にはお伝えをしておりました。次からの議案に関しましては、討論がな

い場合は簡易表決の方法を取らせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

議 長 次に、追加日程第１０、承認第２号「専決処分の承認（平成

３０年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回））」を議題と

いたします。本件について説明を求めます。町長。 

 すみません、会議の再開を言っておりませんでした。 

 ただいまより、会議を再開いたします。町長、お願いします。  

町 長 承認第２号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４回））」について、提案理由をご説明いた

します。 

  平成３０年度川棚町国民健康保険事業特別会計予算の執行において、補正

の必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたの

で、去る３月２９日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決

処分により定めましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を

求めるものであります。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，４８９万

８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億７，

３９６万１，０００円としたものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書で説明

をいたします。歳出から説明をいたしますので、１４、１５ページをお開き

ください。 

  １款総務費、１項１目一般管理費、２項２目収納特別対策事業費、３項１

目運営協議会費、５項１目医療費適正化特別対策事業費につきましては、歳

入における県の特別交付金の額の決定によりまして、財源区分を調整するも

のであります。額の増減はございません。次のページをお開きください。 

  ２款保険給付費における１項療養諸費、２項高額療養費、３項移送費及び

４項出産育児諸費につきましては、平成３０年度保険給付費がほぼ固まりま
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したので、説明欄記載のとおり、それぞれ減額補正をするものであります。

次のページをお開きください。 

  ３款国民健康保険事業費納付金、１項１目一般被保険者医療費給付費分に

つきましては、歳入における県の交付金の額の決定によりまして財源区分を

調整するものであります。額の増減はございません。次のページをお開きく

ださい。 

  ５款保健事業費、１項１目疾病予防費につきましては、支出見込みにより

減額補正をしたものであり、２項１目特定健康診査等事業費につきまして

は、県の交付金の額の決定により財源区分を調整するものです。額の増減は

ございません。次のページをお開きください。 

  ６款基金積立金、１項１目積立金につきましては、出産資金貸付基金廃止

に伴う積立金を、基金積立分を増額補正するものでございます。次のページ

をお開きください。 

  ８款諸支出金、１項１目一般被保険者保険税還付金につきましては、支出

見込みにより減額補正をするものです。次のページをお開きください。 

  ９款予備費、１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いによるも

のでございます。次に歳入を説明します。６ページ、７ページをお開きくだ

さい。 

  １款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税、同じく２目

退職被保険者等国民健康保険税につきましては、それぞれの節において決算

見込額に基づき補正したものであります。次のページをお開きください。 

  ４款県支出金、１項１目保険給付費等交付金につきましては、県からの交

付決定額により補正をしたものです。次のページをお開きください。 

  ６款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、２節助産費等繰入

金は歳出の２款保険給付費で説明いたしました出産育児一時金の減額に伴う

町負担分を減額補正したものであります。 

３節職員給与費等繰入金は、歳出１款総務費における事業費において、繰

入対象となるものの確定によりまして、町負担分を減額補正したものであり

ます。 

２項２目その他基金繰入金につきましては、歳出６款出産資金貸付基金廃

止に伴う基金積立金にかかる分について、増額補正するものでございます。
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次のページをお開きください。 

８款諸収入、１項１目一般被保険者延滞金につきましては、延滞金の決算

見込額により補正したものであります。 

３項４目一般被保険者返納金につきましては、不当利得に伴う返還金につ

いて増額補正をするものです。 

９目特定健康診査等負担金につきましては、交付額決定により増額補正す

るものであります。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  お諮りします。これから、承認第２号「専決処分の承認（平成３０年度川

棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回））」の採決を行います。 

  お諮りいたします。本件を承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、承認第２号「専決処分の
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承認（平成３０年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

回））」は、承認することに決定をいたしました。 

（１５：１８） 

議 長 次に、追加日程第１１、承認第３号「専決処分の承認（平成

３０年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回））」を議題とい

たします。本件について、説明を求めます。町長。 

町 長 承認第３号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第４回））」について、提案理由をご説明いたし

ます。 

  平成３０年度川棚町後期高齢者医療特別会計予算の執行において、補正の

必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、

去る３月２９日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分

により定めましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

るものであります。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４５万３，０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，２７１万

８，０００円としたものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

健康推進課長 それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書で説明

をいたします。歳入からご説明をいたしますので、６ページ、７ページをお

開きください。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項１目特別徴収保険料につきましては、保

険料収入見込額によりまして補正をしたものであります。次に歳出を説明し

ます。８ページ、９ページをお開きください。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入１款後

期高齢者医療保険料で説明しました保険料の収入見込額の減額に伴い、広域

連合への納付金額を減額補正したものであります。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご承認くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですか。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第３号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第４回））」の採決行います。 

  お諮りします。本件を承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって承認第３号「専決処分の承

認（平成３０年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回））」

は、承認することに決定をいたしました。 

（１５：２２） 

議 長 次に、追加日程第１２、承認第４号「専決処分の承認（平成

３０年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第４回））」を議題といた

します。本件について、説明を求めます。町長。 

町 長 承認第４号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町介護保険

事業特別会計補正予算（第４回））」について、提案理由をご説明いたしま

す。 

  平成３０年度川棚町介護保険事業特別会計予算の執行において、補正の必
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要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、去

る３月２９日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分に

より定めましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求める

ものであります。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２７４万

７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億８，

６４２万円としたものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは補正の内容につきまして、事項別明細書で説明をい

たします。歳出から説明します。１６ページ、１７ページをお開きくださ

い。 

  １款総務費、１項１目総務管理費につきましては、財源区分を調整するも

のでありまして、額の増減はございません。次のページをお開きください。 

  ２款保険給付費における１項１目介護サービス等諸費、２目介護予防サー

ビス等諸費、４目高額介護サービス等費、５目高額医療合算介護サービス等

費、６目特定入所者介護サービス等費につきましては、平成３０年度の保険

給付費の支出額がほぼ固まりましたので、説明欄記載のとおり、給付費をそ

れぞれ減額補正するものであります。次のページをお開きください。 

  ４款地域支援事業等費、１項１目介護予防・日常生活支援総合事業費及び

２目包括的支援事業・任意事業費につきましては、年度内事業が終了しまし

たので、その事業費を減額補正したものであります。 

  同じく２項１目保健福祉事業費につきましては、財源区分を調整するもの

であり、額の増減はございません。次のページをお開きください。  

５款基金積立金、１項１目介護給付費基金積立金につきましては、次年度

繰越可能額のおおよその見込みが立ちましたので、３，０００万円を基金へ

積み立てるものでございます。次のページをお開きください。 

  ７款予備費、１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いにより増

額補正したものであります。次に歳入をご説明いたします。６ページ、７

ページをお開きください。 
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  ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金、２項１目調整交付金、２目

地域支援事業交付金及び４目保険者機能強化推進交付金につきましては、交

付金額の決定に伴う補正であります。次のページをお開きください。 

４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金、２目地域支援事業支援

交付金につきましては、先ほどと同じく交付金額の決定に伴う減額補正であ

ります。次のページをお開きください。 

５款県支出金、１項１目介護給付費負担金、２項１目地域支援事業交付金

及び２目介護保険低所得者対策事業費補助金につきましては、先ほどと同じ

く交付金額の決定に伴う補正であります。次のページをお開きください。  

８款繰入金、１項１目介護給付費繰入金及び２項地域支援事業繰入金につ

きましては、平成３０年度保険給付費及び地域支援事業費の額がほぼ確定し

たことにより、町の負担分として一般会計からの繰入金に不用額が生じまし

たので、その額を減額補正したものであります。 

  同じく３目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、交付金額の額の決

定に伴う補正であります。 

  同じく４目その他一般会計繰入金、１節事務費等繰入金につきましては、

歳出１款総務費で説明をしておりました財源区分の調整により減額するもの

であります。次のページをお開きください。 

  １０款諸収入、２項１目介護予防サービス費収入につきましては、要支援

者に係るサービス計画費及びケアマネジメント費の決算見込額による減額補

正であります。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご承認くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。はい。山口議員。 

６ 番 山 口 ６番山口でございますが、歳出のですね１８、１９、それか

ら２０、２１、結果的にこの補正の減額というのがですね、ここを見れば、

すべてサービスの給付金の減額なんですね。このサービスの給付金の減額と

いう要因がですね、サービスを受ける人の件数が減ってきたのか、それとも

サービスの中身が変わってですね、給付額が変わってきたものかどうかです

ね。これはすべてこの介護のいわゆる減額の補正というのはもう、結果から

いけばすべてサービスのいわゆる給付額が減額によるものであると判断され
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るわけですけれども、その中身的にどうなっているのか、ちょっと答弁いた

だきたいと。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 山口議員のご質問にお答えします。サービスの内容等につき

ましては、変わっているわけではございません。高齢者はご存じのとおり増

えてきておりますので、予算にしましても多めに取っているというのが実情

でありまして、月に１億程度の支出をしますので、例えば入所者が１人いる

月、２人いる月とで、額の揺れ幅というのがかなり大きなものになる。そう

いうことで、少な目に取っておくわけにはいかないということもございまし

て、予算としましては多めに取っている。最終的に使わなくなった部分を減

額補正するというふうな形を取っております。サービスの内容等が変わった

ものではございません。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。はい。山口議員。 

６ 番 山 口 結果的に、これはですね、予算額を余計計算するということ

は、それぞれこの介護の保険料を負担する方々の負担料が増えてくるわけで

すよ。結果からいけばね。そして、少なく給付したから減額をしますと。そ

ういうことというのはどうも若干腑に落ちないというかね。ですから、やは

り予定は大体、従来の統計上からだいたい何名ぐらいでこれくらいというの

が想像がつく。すべてのサービスが減額なんですよ。ということは、予算そ

のものの編成のときにね、あんまり何もかんもオーバーに予算を見過ぎてい

るのかと、そういうふうな判断をせざるを得ない。多めに、確かにサービス

が、予算を編成するというのは、増えたときにサービスが滞りなくできると

いう、そういう利点はあるかもしれないんですけども、あまりにもここの１

８、１９から２０に行けばですね、すべてが減額なんです。ということは、

予算編成そのものが、何か多めに見ればいいというものじゃないだろうと

思っております。だからそういう点というのはもう少し考えた形の、いわゆ

る予算編成が必要じゃないかという気がするんですけど。以上です。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 はい。お答えします。前年度実績による部分ももちろん予算

編成時はありますけれども、ここのサービスの給付費につきましては、なか

なか読めない部分があるというふうなこともご理解いただきたいと思います
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し、予算を足らない状態にしておくわけにもいかないというところもござい

ますけれども、今後はですね、そこらへん、指摘いただいたところも精査し

ながら予算編成には努めたいと思います。以上です。 

議 長 よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。よろしいです

か。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから承認第４号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町介護保険事業

特別会計補正予算（第４回））」の採決を行います。 

  お諮りします。本件を承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、承認第４号「専決処分の

承認（平成３０年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第４回））」

は、承認することに決定をいたしました。 

（１５：３５） 

議 長 次に、追加日程第１３、承認第５号「専決処分の承認（平成

３０年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第３回））」を議題といた

します。本件について説明を求めます。町長。 
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町 長 承認第５号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町観光施設

事業特別会計補正予算（第３回））」について、提案理由をご説明いたしま

す。 

  平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第３回）につきまし

ては、議会において議決をいただく必要がありましたが、緊急を要し、議会

を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、平成３１年３月２９日付、専決処分第５号におきまして補

正を行ったものであります。この専決処分について、同条第３項の規定に基

づき、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５０万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８，９８２万３，０００円

としたものであります。 

詳細につきましては、産業振興課長から説明いたしますので、ご審議のう

え、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 はい。それでは内容につきましてご説明をいたします。歳入

歳出補正予算事項別明細書で説明をいたしますので、８ページ、９ページを

お開きください。歳出からでございます。 

  １款観光施設事業費、１項２目改良費の説明欄の大崎公園改良費４０万円

の減額及び国民宿舎改良費１１０万円の減額補正につきましては、１５節工

事請負費において落札減による執行残として１５０万円を減額するものであ

ります。続きまして歳入をご説明しますので、６ページ、７ページをお開き

ください。 

  １款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、歳出で説明をいた

しました１５０万円を減額したことから、一般会計からの繰入金１５０万円

を減額するものであります。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第５号「専決処分の承認（平成３０年度川棚町観光施設事

業特別会計補正予算（第３回））」の採決を行います。 

  お諮りします。本件を承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、承認第５号「専決処分の

承認（平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第３回））」

は、承認することに決定をいたしました。 

（１５：４０） 

議 長 次に、追加日程第１４、承認第６号「専決処分の承認（川棚

町税条例等の一部を改正する条例）」を議題とします。本件について説明を

求めます。町長。 

町 長 承認第６号「専決処分の承認（川棚町税条例等の一部を改正

する条例）」について、提案理由をご説明いたします。 

  地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政

令、地方税法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が３月国会において

可決成立し、３月２９日付でそれぞれ公布されたところであります。 

そこで、この法律等の改正に伴いまして、川棚町税条例の一部を改正する
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必要が生じてまいりましたが、法律等が原則、平成３１年４月１日から施行

されることになりましたので、議会を招集する時間的余裕がなく、去る３月

３１日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分により改

正いたしましたので、同条第３項の規定に基づき報告し、議会の承認を求め

るものであります。 

改正の内容につきましては、このあと税務課長から説明いたしますので、

ご審議のうえ、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議 長 税務課長。 

税 務 課 長 それでは、条例第９号川棚町税条例等の一部を改正する条例

の内容についてご説明申し上げます。 

  改正内容につきましては、お手元に配布しております新旧対照表によりご

説明をさせていただきます。 

はじめに、第１条による改正１ページから４ページまで。第３４条の７、

附則第７条の３の２、附則第７条の４、附則第９条及び附則第９条の２につ

いてでございますが、これは個人の住民税に関する改正でございます。１

ページの第３４条の７、２ページの附則第７条の４、３ページの附則第９条

及び４ページの附則第９条の２については、寄附金税額控除等について規定

を改めるとともに、条項の整理を行うものです。 

内容といたしましては、ふるさと納税に関するものとなります。ふるさと

納税の対象となる寄附金につきましては、総務大臣が指定した都道府県等に

対する寄附金にするよう規定が見直されることから、引用条文の項ずれを改

めるとともに、文言の整理を行うものです。 

見直し後の制度の概要につきましては、総務大臣が地方財政審議会の意見

を聴いたうえで、一定の基準に適合する地方団体をふるさと納税による特例

適合の対象として指定することになります。その基準といたしましては、寄

附金の募集を適正に実施する地方団体であって、返礼品を送付する場合に

は、返礼品の返礼割合を３割相当以下とすることとし、返礼品を地場産品と

することとなります。 

  続きまして、１ページに戻り、附則第７条の３の２につきましては、住宅

借入金等特別税額控除についての規定を改めるとともに、引用条文の項ずれ

及び文言の整理を行うものです。 
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  内容といたしましては、住宅借入金等特別税額控除について２つの改正が

ございます。１つ目は、消費税率１０％が適用される住宅取得等について、

令和２年１２月までに居住したものが受けられる住宅ローン控除の適用期間

を３年間延長するものであります。２つ目は、町民税の納税通知書が送達さ

れるときまでに提出された申告書に、住宅借入金等特別税額控除に関する事

項の記載があること等の要件を不要とすることであります。これは適用要件

の緩和として、納税通知書が送達されたあと、所得税において還付申告等に

控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適応されることに

なるものであります。 

  次に４ページから８ページまでの附則第１０条の２及び附則第１０条の３

につきましては、固定資産税に関する改正になります。 

はじめに、附則第１０条の２につきましては、地方税法において固定資産

税等の課税標準の特例としての規定が１項設けられたことに伴い、引用条文

の項ずれを改めるものであります。 

続きまして、６ページの附則第１０条の３の新築住宅等に関する固定資産

税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、地

方税法の改正により、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税の

減額措置が創設されたことに伴い、引用条文の項ずれを改めたものでありま

す。また、本条例では高規格堤防整備事業のための移転補償金を受け、高規

格堤防特別区域の上に取得した家屋に係る固定資産税の減額の規定の適用を

受けようとすべき者がすべき申告の規定を加え、これに伴い項ずれを改める

ものであります。 

次に、９ページから１２ページまでの附則第１６条及び附則第１６条の２

につきましては、軽自動車税に関する改正になります。この改正は、地方税

法等の一部改正に伴い規定を改めるものであります。はじめに、附則第１６

条についてご説明いたします。 

平成２８年度から軽自動車については環境への負荷の軽減を進める観点か

ら、１４年を経過した月を含む年度以降の軽自動車税について、おおむね２

０％の税率が上乗せされる経年車重課と環境性能に優れた軽自動車には税率

を軽減するグリーン化特例が導入されています。第１項では経年車重課につ

いて、文言の整理をするものであります。また、第２項から第４項までにつ
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いては、既に経過しております平成２９年度分の軽自動車税の規定を削除す

るものであります。これに伴い、第５項以降について項ずれ及び引用条文の

項ずれを改め、文言整理するものであります。 

続きまして、附則第１６条の２につきましては、附則第１６条の改正に伴

い、引用条文の項ずれを改めるものであります。 

次に１２ページ、１３ページの附則第２２条につきましては、固定資産税

に関する改正であります。この改正では地方税法等の一部改正に伴い、文言

を改めるものであります。続きまして、新旧対照表の第２条による改正、１

ページをご覧ください。 

第３６条の２につきましては、令和２年度以降の個人町民税について、申

告書の記載事項について規定をするものであります。 

次に第３６条の３の２、２ページ、第３６条の３の３及び第３条による改

正の１ページ、第２４条につきましては、令和３年１月１日施行になります

が、個人町民税の非課税措置について規定するもので、子どもの貧困に対応

するため、前年の合計所得金額が１３５万円以下である単身児童扶養者に対

し、個人住民税を非課税とするものであります。 

３ページ、附則第１５条の２、附則第１５条の２の２、４ページ、附則第

１５条の６につきましては、軽自動車税の環境性能割における軽減措置に関

する改正であります。この改正は令和元年１０月１日から令和２年９月３０

日までの間に軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率を１％分軽減する

規定を定めるものであります。 

次に５ページ、附則第１６条、６ページ、附則第１６条の２、それと第３

条による改正１ページ、第１６条及び第４条による改正につきましては、軽

自動車税の種別割に関する改正であります。 

平成２８年度の地方税法等の改正に伴い、平成２９年３月に川棚町税条例

の一部改正について専決処分を行い、その後、６月議会において承認をいた

だいております。その改正条項の附則第５条軽自動車税に関する改正につき

ましては、今年の１０月に施行を予定しておりまして、まだ施行はされてい

ない状態でございます。この改正条項の規定につきましては、先ほど第１条

関係の附則第１６条の改正案で改正を行うことから、この改正条項との整合

性を図るため文言の整理を行うものであります。続きまして、第５条による
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改正をご覧ください。 

１ページから３ページの第４８条につきましては、法人町民税に関する改

正でございます。この改正は地方税法等の一部改正に伴い、法人町民税の申

告納付に関する規定を設けるものであります。内容としましては、資本金１

億円を超える大法人に対する法人住民税等の電子申告義務の創設に伴い、通

信回線の故障、災害等により電子申告が困難であると認められる場合につい

ては、書面による申告書の提出を可能とする規定を加えるとともに、文言の

整理をするものであります。 

以上が専決処分による改正の内容となります。施行期日につきましては、

平成３１年４月１日からとなりますが、ふるさと納税に関する規定につきま

しては令和元年６月１日からとなります。また、軽自動車税に関する規定に

つきましては令和元年１０月１日から、単身児童扶養者の個人住民税に関す

る規定につきましては令和３年１月１日からとなります。なお、町民税、固

定資産税、軽自動車税に関する経過措置を設けております。説明は以上とな

ります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

議     長 ここであらかじめ、会議の時間を延長いたします。 

（１５：５４） 

議     長 これから質疑を行います。はい。田口議員。 

８ 番 田 口 ただいまの説明の中で、令和３年までとかいろんな令和に係

る部分がありましたけれども、この条例改正は３月３１日時点なのですべて

平成で書いてあると思うんですが、その平成というものを令和に改正する必

要があると思われますが、それは６月議会等でなされるというふうに考えて

よいんでしょうか。 

議     長 税務課長。 

税 務 課 長 はい。ただいまのご質問にお答えいたします。平成と令和の

関係でありますけれども、国の法律においても、平成を令和に変えるという

ための法律改正は行わないということになっておりますので、本町としまし

てもこの税条例につきまして、今出している分を６月議会で改正する予定は

ありません。この平成３３年とかなっておりましても、それはそのまま令和

に読み替えてということで、有効となるということでございます。以上で

す。 
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議     長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですね。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第６号「専決処分の承認（川棚町税条例等の一部を改正す

る条例）」の採決を行います。 

  お諮りします。本件を承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、承認第６号「専決処

分の承認（川棚町税条例等の一部を改正する条例）は、承認することに決定

をいたしました。 

（１５：５７） 

議 長 次に、追加日程第１５、承認第７号「専決処分の承認（川棚

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」を議題といたします。本件

について、説明を求めます。町長。 

町 長 承認第７号「専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）」について、提案理由をご説明いたします。  

  地方税法の一部を改正する法律が、平成３１年３月２７日に国会で可決・

成立されたことを受け、地方税法施行令の一部を改正する政令が３月２９日
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に公布され、翌４月１日から施行されたところであります。このことによ

り、川棚町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会

を招集する時間的余裕がありませんでしたので、去る３月３１日付で地方自

治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分により改正しましたので、

同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求めるものであります。  

なお、改正の内容につきましては、健康推進課長から説明させますので、

ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、川棚町国民健康保険税条例の一部改正の内容につ

いてご説明をいたします。 

改正の概要でございますけれども、国民健康保険税の課税限度額の引き上

げと減額措置に係る軽減判定所得の基準の見直しが主な改正点でございま

す。制度の見直し内容につきましては、資料をお配りしておりますので後ほ

どご参照いただければと思います。それでは新旧対照表によりましてご説明

をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 

第２条第２項は、医療分の基礎課税額を規定しているところですけれど

も、課税限度額を５８万円から６１万円に改正するものでございます 

  第２３条につきましては、国民健康保険税の減額について規定していま

す。 

第１号は改定はございませんけれども、７割軽減対象となる世帯を定めて

います。 

  第２号の改正は、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定におい

て、被保険者の数に乗ずべき金額を２７万５，０００円から２８万円に引き

上げ、第３号の改正は、２割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定にお

いて、被保険者の数に乗ずべき金額を５０万円から５１万円に引き上げるも

ので、いずれも低所得者に対する軽減を拡大する基準の見直しを図るもので

ございます。改正文の附則をご覧ください。 

  附則の第１条は、この条例の施行期日について、平成３１年４月１日から

施行することとしております。 

  第２条は、適用区分として、平成３１年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税については、なお従
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前の例によるとしております。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご承認くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。ありませんか。よろしいですね。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第７号「専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例）」の採決を行います。 

  お諮りします。本件を承認することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、承認第７号「専決処分の

承認（川棚町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」は、承認するこ

とに決定をいたしました。 

（１６：０２） 

議 長 次に、追加日程第１６、承認第８号「専決処分の承認（川棚

町介護保険条例の一部を改正する条例）」を議題といたします。本件につい

て説明を求めます。町長。 

町 長 承認第８号「専決処分の承認（川棚町介護保険条例の一部を
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改正する条例）」について、提案理由をご説明いたします。  

  介護保険法施行令の一部を改正する政令が、平成３１年３月２９日に公布

され、翌４月１日から施行されたところであります。このことにより、川棚

町介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間

的余裕がありませんでしたので、去る３月３１日付で地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき、専決処分により改正しましたので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求めるものであります。 

なお、詳細につきましては健康推進課長から説明させますので、ご審議の

うえ、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、川棚町介護保険条例の一部を改正する条例の内容

についてご説明いたします。 

  今回の改正につきましては、消費税を財源とした公費を投入することで、

低所得者の保険料の軽減強化を図る仕組みが設けられ、平成２７年度から実

施しておりましたけれども、本年１０月からの消費税１０％への引き上げに

伴い、さらに軽減強化を行うものでございます。それでは新旧対照表でご説

明します。 

  第３条は保険料率でございまして、第２項において、第１項第１号に掲げ

る第１号被保険者、これは生活保護受給者等低所得者にあたります、の減額

賦課に係る年度を平成３０年度から３年間としていたものを、平成３１年度

からに改め、現行では保険料が保険料基準額の負担割合０．４５の額、２万

９，７００円となっているものを、負担割合を０．３７５の額、２万４，７

５０円に改正するものであります。 

  新たな項として、第３項及び第４項を新設しております。第３項では、第

２項の規定が第１項、第２項に掲げる保険料の減額賦課に係る平成３１年度

から平成３２年度までの保険料について準用すること及び第２項中の額２万

４，７５０円を４万１，２５０円に読み替える規定をしたものでございま

す。 

  第４項では、第２項の規定が第１項第３号に掲げる保険料の減額賦課に係

る平成３１年度から平成３２年度までの保険料について準用すること及び第

２項中の額２万４，７５０円を４万７，８５０円に読み替えることを規定し
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たものでございます。改正文の附則をご覧ください。 

  附則の第１条は、この条例の施行期日について、平成３１年４月１日から

施行するとしております。第２条は経過措置として、改正後の川棚町介護保

険条例第２条の規定は、平成３１年度分の保険料から適応し、平成３０年度

以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるとしております。  

  以上で説明を終わりますが、ご審議のうえ、ご承認くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。よろしいですか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第８号「専決処分の承認（川棚町介護保険条例の一部を改

正する条例）」の採決を行います。 

  お諮りいたします。本件を承認することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、承認第８号「専決処分の

承認（川棚町介護保険条例の一部を改正する条例）」は、承認することに決

定をいたしました。 

（１６：０８） 
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議 長 次に、追加日程第１７、同意第１号「川棚町監査委員の選任

について同意を求める件」を議題といたします。 

  この議題の審議においては、地方自治法第１１７条の規定によって、福田

徹議員が除斥の対象となります。福田徹議員の退場を求めます。 

 

（福田議員退場） 

 

議 長 本件について説明を求めます。町長。 

町     長 同意第１号「川棚町監査委員の選任について同意を求める

件」について、提案理由をご説明いたします。 

  地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議員のうちから選任する監

査委員として、これまで福田徹氏を選任しておりましたが、議員の任期満了

に伴いまして、監査委員の任期も先月２９日で終了しておりますので、改め

て福田徹議員を選任したく、議会の同意をお願いするものであります。 

  福田徹議員は、議案に記載しておりますように、川棚町城山町６３番地に

お住まいで、昭和２８年５月１３日生まれの６６歳であります。 

  平成１５年４月３０日から川棚町議会議員として尽力されており、平成２

７年５月から監査委員に選任され、監査委員の職務を担っていただいており

ます。誠実な人柄で、これまでも熱心に監査業務に取り組み、適切にその役

割を果たしていただいており、適任でありますので、改めて選任したくご提

案するものであります。 

  以上、提案いたしますので、ご審議のうえ、ご同意くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  
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「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、同意第１号「川棚町監査委員の選任について同意を求める件」

の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

  本件は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議 長 全員起立です。したがって、同意第１号「川棚町監査委員の

選任について同意を求める件」は、同意することに決定をいたしました。 

 ここで、福田徹議員の入場を許します。 

 

（福田議員入場） 

 

議 長 ただいま、福田徹議員が議席に戻られましたので、監査委員

の選任については、同意されたことをお知らせいたします。 

（１６：１２） 

議     長  先ほど、休憩中にお手元に配布をいたしましたとおり、議会

運営委員長から閉会中の継続調査申出書が提出をされております。 

  お諮りいたしします。閉会中の継続調査の件は緊急を要する事件と認め、

日程に追加し、追加日程第１８として審議したいと思います。これに異議あ

りませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、閉会中の継続調査の件
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は、緊急を要する事件と認め、日程に追加し、追加日程第１８として審議す

ることに決定いたしました。 

 

議     長  追加日程第１８「閉会中の継続調査の件」を議題といたしま

す。 

  議会運営委員長から川棚町議会会議規則第７５条の規定により、申出書の

とおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

  お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。  

（１６：１４） 

議 長 ここでお諮りをいたします。本臨時会において、議決されま

した案件につきまして、議決の結果生じました条項、字句、数字その他につ

いて整理を要するものがあった場合は、川棚町議会会議規則第４５条の規定

により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに異議ありません

か。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、これら整理を要する

ものにつきましては、議長に委任することに決定をいたしました。  

議 長 これを持ちまして、本日の日程はすべて終了をいたしまし

た。一般選挙後の初めての会議でありましたが、議会構成、その他重要案件

について、大変熱心に慎重審議をいただき、ご決定いただきましたこと、誠

にありがとうございました。 

  これで会議を閉じます。令和元年５月川棚町議会臨時会を閉会いたしま

す。 
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  ご起立をお願いいたします。どうも皆様お疲れ様でした。 

（１６：１５） 
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